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規
準
領
域 

基準 観点 現  状 基準の達成状況についての自己評価 
(特記事項) 

「長所として特記すべき

事項」 はあるか。 

自

己

評

価 

外

部

評

価 

外部評価コメント 

 

1  
学
生
の
受
け
入
れ 

基準１－１ 

〇 アドミッションポリ
シーに沿い、入学者の
確保に努めるととも
に、公平性、平等性、
開放性を確保した学
生の受け入れを行って
いること。 

１－１－１  

どのようなコース等を設定し、学

生を受け入れているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－２  

どのような取組により、入学者

選抜の公平性、平等性、開放性

を確保しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－３  

入学者数を確保するため、どの

ような取組を行っているか。実

入学者数が入学定員を大幅に

下回る又は超える場合、是正に 

１－１－１ 

〇学校現場における今日的課題及び各院生の関心領域や研究テーマをふまえて、「経営実践コース」と「教育実

践コース」を開設している。院生はいずれかのコースに所属し、理論の理解にとどまらない実践力・応用力の一層

の向上・定着を目指す観点から、複数教員によるティームティーチング、現地観察・調査・分析、事例研究、ワーク

ショップなどを積極的に取り入れ「理論と実践の融合」を図っている。以下が各コースのカリキュラムの概要であ

る。 

「経営実践コース」…主として学校においてリーダー的役割を担い得るマネジメント能力の育成を目標とし、両コ

ースの「共通科目」の基礎の上に、「教育管理・運営」「学校経営」「カリキュラムデザイン」「生涯学習」「学校危機

管理」「地域教育システム」「教師の成長とメンタリング」「職能開発と研修プログラム」に関する科目群から選択し

て履修する。 

「教育実践コース」…主として学校教育の中心となる授業の改善・充実を通して、すべての児童生徒に「確かな

学力」を育て、定着させることを目標とし、「実践的教材開発論」「実践的指導過程論」「児童理解方法開発論」「生

徒指導・教育相談論」等の両コース「共通科目」を発展させるべく、教科ごとの「実践的教材開発」や「授業研究」

「教育相談」「特別支援教育」「エネルギー環境教育」「共生教育」に関する科目群から選択して履修する。 

 

１－１－２ 

〇入学試験業務は、大学の方針に基づき、全学的な入試事務体制下で行われており、本研究科の入試に関わる

実務は、研究科長を委員長とし、専任教員で構成する入試委員会が中心となり、組織的に実施している。 

 

〇筆記試験問題は、コース別に専任教員が素案を作成し、入試委員会での調整を経て決定する。面接試験は、

受験者１名に対して２名の教員を担当として配し、「面接評価票」の観点に基づき、アドミッション・ポリシーに基づく

面接内容や評価事項と書類審査で出された個別の疑問点や確認事項から掘り下げていくスタイルで、一人に約

30分かけて実施し、評価した結果を得点化している。また、書類審査は、２名の審査者が志願票、研究計画、研

究業績等を「書類審査票」に基づいて評価した結果を得点化している。面接試験、書類審査共に、受験者１名に

対して複数の面接者を配置し、全員が共通の評価票と「評価基準」に基づいて採点を行うなど、客観的な判定に

努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－３ 

〇本教職大学院全体の募集定員は 20名である。その内訳は現職教員を対象とする「特別選抜Ⅰ」及び「特別選

抜Ⅱ」として 10名程度、学部卒業学生を対象とする「一般選抜Ⅰ」及び「一般選抜Ⅱ」として 10名程度である 

 

 

・コースについては、入学試験の出願書類

に第１希望のコースを記入する欄を設ける

とともに、面接試験でも希望コースの志望

理由や研究テーマとの関係性について丁寧

に質問し、本人の意思を確認している。ま

た、入学前のガイダンスや入学直後のガイ

ダンスにおいて、本人の研究テーマと希望

コースとの適合性について相談に乗ったり、

助言したりしたうえでコースを決定し、入学

後のガイダンスで所属コースや指導教員を

発表している。 

  

・全ての入学試験において、それぞれに応

じた書類審査、筆記試験（一般選抜Ⅱを除

く）、面接試験を課し、合格者判定のための

資料を多面的に収集するとともに、明確な

評価基準に基づき公平・公正に合格者の決

定を行っている。  

 入学者の選抜は、全学的な体制の下、閉

鎖性を排する一方で、入試委員会を中心と

して専任教員全員によって組織的に厳正な

審査に取り組むことによって、本教職大学

院のアドミッション・ポリシーに基づく自律的

な選抜を実現している。 

  また、現職教員学生に認めている１年履

修についても、入学後にその該当要件につ

いて厳正な審査を実施し、教職キャリアに

おける実績として AR（学校における実習）

が免除できる者に対して承認している。 

 

・過去６年間定員充足を達成できていない。

しかし令和 6年度の入学者は 17名と過去

6年間で最も多い人数となった。近年の傾

向として、入学説明会の参加者は増え、学

校教育課程だけでなく、生涯学習学科や外

国語学部、社会環境学部からの参加者も出

てきており、教職大学院への関心は高まっ

ていると受け止めている。 

 Ｂ 
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  向けてどのような手立てをとっ

ているか、あるいは是正のため

にどのような検討を行っている

か。 

【入学者数の推移（令和１年度～５年度）】 

                        

 特別選抜Ⅰ 特別選抜Ⅱ 一般選抜Ⅰ 一般選抜Ⅱ 計 

令和１年度    ９ ０ ４ ２ １５ 

令和２年度 ９ １ ３ ２ １５ 

令和３年度 ８ ０ ４ ２ １４ 

令和４年度 ８ ０ １ ４ １３ 

令和５年度 ８ ０ ２ ２ １２ 

令和６年度 ８ ０ ３ ６ １７ 

 

〇入学者数が入学定員（20名）を満たしていない。 しかし、平成 6年度の入学者数は 17名と、過去 6年で最高

であった。現職教員学生については、県公立小中学校教員が 5名、特別支援学校からの派遣が１名、静岡市と

浜松市がそれぞれ１名となっている。大学院修学休業制度を活用した「特別選抜Ⅱ」の受験者はいない。 

 学部卒学生については、静岡県教育委員会及び政令指定都市教育委員会で実施している教員採用試験の「大

学院進学予定者に対する猶予制度」を利用して合格した 6名の学生が本学の「一般選抜Ⅱ」の試験を受け入学し

てきている。この入学者も過去 6年で最も多い人数となっている。この 6名は特待生として 2年間の授業料及び

施設設備費の全額が免除されている。 

 

〇一方で学部からの「一般選抜Ⅰ」の入学者は 3名であり、例年並みである。現在、教員採用試験の倍率が 3倍

を切る低倍率となっており、学生にとっては現役で合格しやすい状況になっている。その中で、さらに２年間大学

院で学びたいという意識を学部生に持たせることに難渋している。 

 ここ数年の傾向として、中学校教員を目指す者の入学者が一定数いることや、学校教育課程だけでなく生涯学

習学科卒業の学生も毎年、入学してきている。このことは入学者増に向けて、新たな受験生開拓の可能性を見出

すものである。 

 こうした状況において、 志願者数・入学者数を増やすための方策として、以下の５点に取り組んでいる。 

①現職教員派遣数の増加ないし新規派遣元の開拓のための教育委員会等への働きかけ 

②学部生対象の入学説明会を学校教育課程以外の生涯学習学科や他学部へも広報し、対象学生の拡大を図る 

③学部の授業やガイダンスにおいて、教職大学院で学ぶことの意義やメリットをくり返し説明・PRしている。 

④教職大学院について知ってもらうため、教育フォーラム等、大学院の教育活動に参加してもらう機会を増やして

いる 

⑤学部卒学生を確保するための経済的支援策の充実 

※入試説明会を年３～４回実施し、より多くの学部卒学生が大学院進学をめざすように、大学院での学習が魅力

的で価値あるものであることを学生に伝えている。毎回 3年生、4年生合わせて 10名程度の参加を得ており、増

加傾向にあり、大学院への関心は決して低くない。  

 

・まずは、教員採用試験で大学院猶予制度

を利用する受験者を増やし、採用試験の合

格を支援し、合格の後に本学の特別選抜Ⅱ

を受験させる流れを促進していくことが急務

である。現在、その流れができつつあること

に手ごたえを感じている。また、学部学生に

大学院主催のフォーラムや研究会への参

加を呼びかけ、大学院の様子を体験しても

らう場を作っている。今後大学院の授業の

参観や、院生と一緒に参加する場も作って

いきたい。 

・教職支援センターとの連携を今後も密に

図っていき、受験者の増加に一層努めてい

きたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
  
教
育
の
課
程
と
方
法 

基準２－１ 

〇 教職大学院の制

度並びに各教職大学

院の目的に照らして、

カリキュラム・ポリシー

に沿った体系的な教

２－１－１ 

教職大学院の目的・機能を果た

すのにふさわしい教育課程編成

とするため、どのようなことに重

点を置いて取り組んでいるか。 

 

 

２－１－１ 

〇本教職大学院の理念と目的に基づき、教育課程を編成する上で「スクールリーダーとして現場に渦を巻き起こ

すダイナモ教員」（現職教員学生）と「質の高い授業・学級づくりができる新人教員」（ストレートマスター）を養成す

べき人材（資質・能力）として、「課題研究」を核として、理論的教育と実践的教育の融合に留意した体系的な教育

課程を編成している。小学校教諭の専修免許必要科目が「経営実践コース」のコース別選択科目に少なかったた

め、申請を行い、令和 3年度からは経営実践コースのコース別選択科目でも 6科目を対象科目とした。また、教

育課程連携協議会や外部評価委員会から ICT教育の充実・推進が提案されたことから、令和２年度後期からロ

・共通科目の第６領域を独自に設定したり、

「外国人児童生徒教育観察実習」「野外教

育活動実習」といった実習科目を設けたり、

地域の課題に応えるタフな教員を育成する

ための先進的な取組を常に心がけている。

また、教育課程連携協議会や外部評価委

員会から受けた指摘「ICT教育の充実・推

➡ICT活用能力を高

めるため、令和 6年

度においては、マイ

クロソフト社が開発し

た「OneNote」という

アプリを積極的に活

用して、学校現場で

Ａ  
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育課程を編成している

こと。 

 

 

 

 

 

 

２－１－２  

共通科目、専門科目、実習科

目、課題研究等を関連させ、体

系的な教育課程編成を図るた

めに、どのような工夫をしている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１－３  

教育課程編成上、教育学、心理

学、教科専門といった特定の学

問領域に専門特化しないために

どのような方策をとっているか。 

 

イロノート・スクールを導入し、授業や課外活動などで利用することによって ICT教育の在り方を検討する実践的

研究を行ってきている。令和 6年度からは、Office365の「OneNote」の活用を学生に勧めて、授業はもとより、学

生の自己評価表かつポートフォリオである「みちしるべ」等の作成など、様々な場面で用いるように機会を設定し

ている。 

 

２－１－２ 

〇本教職大学院では、共通科目（基礎科目・領域）の各領域には 2科目ずつ配置し、共通 5領域 10科目全てを

必修としている。本教職大学院が独自に設定した第 6領域である「地域における教育課題に関する領域」と併せ

て、学校現場における職務や課題について包括的・体系的な理解を共有して、自ら学校における諸問題に積極的

に取り組む資質・能力を育成し、リーダーシップを発揮することのできる教員としての基礎的な力量の形成を目指

す科目として、機能している。 

 

〇専門科目である「コース別選択科目」では、例えば、教育実践コースでは、実践的教材開発研究ⅠからⅥまで

があり、国語、社会、算数、理科、英語、道徳など教科に関わる授業を有しているが、附属小学校を活用した授業

実践などを含め、理論と実践が往還するような科目として成立している。国語、社会、算数、理科においては、研

究者教員にあっても学校現場での指導経験のある者が授業を担当していて、実践的な授業が展開されている。

経営実践コースにおいても、カリキュラムデザイン、地域連携、学校運営や行財政について学び、学校現場に戻

った際の研修会企画能力も育成するための授業科目（職能開発と研修プログラム開発研究）などを設定してい

る。 

 

〇これらの理論的な基礎と実習科目 ARⅠ・Ⅱ・Ⅲ等が連動して、理論と実践の往還を体験的にできるようにカリ

キュラムが構成されている。そして、それらは本教職大学院の軸である「課題研究」と連動するようにカリキュラム

が編成されている。 

 

２－１－３    

〇本教職大学院では、4月時のオリエンテーションの中で、課題研究のテーマ及び学生本人の希望などを配慮し

て、早めにコースを決定する。コースは、教育実践コースと経営実践コースである。教育実践の方は、教科指導や

授業方法論などが中心で、経営実践の方は、学校運営や地域連携などが中心となる。それぞれのコースの特徴

付けられた「コース別選択科目」が設定されているが、自分の所属しているコース以外の「コース別選択科目」に

ついても自由に選択することができるようになっている。 

 

〇本教職大学院では、独自に第 6領域（「共生教育論（必修）」「学校危機管理論（選択）」）を共通科目に設定し、

静岡県に特化した地域教育課題解決に向けた資質・能力の形成を図るようにしている。また、選択の実習科目と

して「外国人児童生徒教育観察実習」、「野外教育活動実習」、教職員支援機構と連携した「学校組織マネジメント

実習」などを用意し、現代的な教育課題について実践的に学習できる教育課程になっている。このように全般的に

学際領域的な授業科目が多いのが特色である。 

 

 

進」について共同研究で対応するなど、指

摘を受けたことに真摯で対応する誠実で挑

戦的な姿勢をもって、教育課程を常に修正・

改善している。 

 

・小学校教諭の専修免許必要科目について

も、学生の便宜を図り、「経営実践コース」

における対象科目を増やすなど、努力を継

続して行っている。教職大学院の制度並び

に各教職大学院の目的に照らして、理論と

実践を循環・融合させる教育に留意した体

系的な教育課程が編成されていると判断で

きる。 

  

・令和４年度から、中学校教員一種免許状

のみ取得している学生の入学も認めてお

り、中学校教員についても念頭に置いて授

業等を行うことを全教員で合意して指導に

あたっている。シラバスについても、小学校

の内容だけでなく中学校の内容に対応でき

るよう一部修正を図っている。制度的改編

は一定の拘束力があり安易に行うことがで

きないため、現場の現実について現在情報

交換、意見交換をしながら、組織的にどの

ような対応が可能で、望ましいか、検討を開

始している。 

どのような活用がで

きそうかも含めて実

体験してもらように

推進している 
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基準２－２ 

〇 教職大学院の制度

並びに各教職大学院

の目的に照らして、ふ

さわしい授業内容、授 

業方法・形態になって

いること。 
 

２－２―１  

教職大学院の目的・機能を果た

すのにふさわしい授業内容、授

業方法・形態とするために、ど

のようなことに重点を置いて取

り組んでいるか。 

 

２－２－２  

学校等での実態に沿った授業

内容、授業方法・形態とするた

め、どのような取組を行っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２－３ 

学生の学修履歴、実務経験等

に配慮した授業内容、授業方

法・形態とするため、どのような

取組を行っているか。 

 

 

 

 

 

２－２－４  

特に、オンラインによる授業等

における学生の要望や負担等

に、どのように対応しているか。 

 
 

２－２―１  

〇全科目通じて、科目の特性を生かしながら、教育現場における課題を積極的に取り上げ、その課題について学

生の対話を中心に検討を行うようにしている。また、静岡県教育委員会・総合教育センターなどから、前期・後期

を合わせると 10名を超える講師を招き、静岡県が抱える教育課題への対応や静岡県の教育政策の最新情報を

授業内で得られるようにしている。また、院独自の様々な活動（連携校へのボランティア、NITS研修会等のサポ

ート、TeamTime等）があるため、履修単位には上限を設定するキャップ制を敷いている。 

 

２－２－２ 

〇実習科目の ARⅠ・Ⅱ・Ⅲにおいては、学部卒院生は同一の連携校にて２年間実習を行う。また、実習の期間で

ないときもボランティアスタッフとして、学校に入り込んで、実際の職員と協同して学校そのものを体験できるように

配慮している。ボランティアに入っている時期に連携校の課題などを発見して、それを課題研究のテーマとする学

部卒院生も少なくない。また、「外国人児童教育観察実習」においては、地域の関連施設諸機関や、外国人児童・

生徒を多く受け入れている学校を視察して、実際に学生がその学校で授業を実施する機会をいただいている。こ

のように、社会に開かれた学習を強く意識した教育方法を適正に採用している。野外教育活動実習においても、

実際に児童・生徒を引率した際のプログラムの計画を立てることまで実践的に学修できるように配慮している。 

 

〇令和 2年 10月より、ICT教育活用ツール「ロイロノート」の教員用アカウントを全教員と全学生が持ち、学校現

場で同等のツールを活用した授業ができるように教職大学院の実践的な研究活動としてこのツールを利用した授

業を開始している。令和 3年度には、タブレット（iPad）を全員の学生に貸し出せるよう体制を整備した。令和４年

からは学生に必要に応じて教員用アカウントを提供して、学校現場で教員の立場で「ロイロノート」を活用できるよ

うにしている。 

 

２－２－３ 

〇本教職大学院では、現職教員学生は、原則１年次修了のため、前期ではより基礎的な科目（～論）、後期に発

展的・応用的な科目（～研究）を基本的に配置している。また、コースごとの履修モデルを示したり、科目履修の系

統性を示す図・カリキュラムツリーを必要に応じて学生に提示したりして、これらを参考にして、学生と指導教員と

で、その学生に相応しい履修ができるようにしている。また、すべての科目で現職教員学生と学部卒学生は共修

である。共修は、相互の特性を生かした協働的な学びを生み、ミドルリーダーと若手教員の協働を効果的に実践

することにつながって極めて有効である。もちろん、共修ではあるが授業によっては現職教員学生に与える協議

題と学部卒学生に与える協議題をあえて変えてそれぞれの特性に合わせた議論が起きるようにするなどの工夫

を凝らしている。 

 

２－２－４ 

〇本教職大学院は、対面授業を基本としている。オンラインによる授業等による学生への負担はないと考えられ

る。また、学生の要望によっては、体調不良や交通事情等によって、大学には来られないが授業には参加したい

というような場合がある。この際には、オンラインで受講できるよう教員が配慮している。 

・学生の要望に合わせて、着実に教育課程

を変えてきている。たとえば、経営実践コー

スのコース選択科目に小学校の専修免許

の必要科目の対象となる科目が少なかった

ことを受けて、対象となる必要科目を再申

請して、令和３年度からはその対象科目を７

科目から 10科目に増やした。また、教職大

学院のすべての授業を自由に選択できるよ

うに、同一時間に他の科目を配置しないよう

にしている。 

 

・授業形態は多様ではあるが、共通部分と

して、学生が発表したり、学生同士が協議し

たり、模擬授業を実施したりするアクティブ・

ラーニング型を実施している授業がほとん

どである。協議の形態も、A210教室に設置

された wiviaシステムを使ったり、半径１ｍ

台の円形ホワイトボードの「円たくん」を用い

たり、Google Spreadsheet で情報を共有し

たりと様々な工夫が行われている。また、ロ

イロノート・スクールについても教師サイドか

らの使い方の工夫なども学生から提案され

るようになってきている。授業内容、授業方

法・形態は教職大学院らしく創意工夫され

ていると判断できる。 

➡ICT活用能力を高

めるために、ロイロノ

ート・スクールを利用

してきた。令和 3年

度あたりは、児童生

徒の立場でロイロノ

ートを使ってみると

いう試みが多かった

が、最近では学生が

「教員アカウント」を

使用して実際に自分

が教員としてどのよ

うに使用するかを踏

まえて模擬授業など

に活用するようにな

ってきている。 

Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準２－３ 

〇 教職大学院にふさ

わしい実習になってい

ること。 

 
 

２－３－１  

実習は、どのような時期、方法

等により実施し、また実習科目

全体の系統性等を持たせるた

２－３－１ 

〇実習科目として、アクションリサーチ（以下「ＡＲ」とする）Ⅰ、ＡＲⅡ、ＡＲⅢ、外国人児童教育観察実習、野外教

育活動実習、学校組織マネジメント実習の６つの実習を用意し、学生の負担を考慮しながら、１年時と２年時に分

けて実施している。 

・本教職大学院の実習は、本研究科の理

念・目的を具現化する場であり、学生の教

員としての資質・能力の向上に直結するも

のである。特に３回のＡＲについては、その

性格が強く、全て集中型実習として実施して

➡Ｒ４年度は、ＡＲⅠ

終了後、希望する学

部卒学生について

は中学校での一日

実習を実施した。ま

Ａ  
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めに、どのように取り組んでいる

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３－２  

実習において、学生が希望する

学校種並びに学生の研究テー

マに沿った連携協力校（実習

校）等をどのように確保している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３－３  

教職大学院の教員は、実習の

巡回指導をどのような体制でど

の程度行い、また学生に対する

〇３つのＡＲは、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと段階が進むにつれ、徐々に内容が進化・発展するように組織されている。ＡＲⅠは、

１年時の秋に、生徒指導、教育相談を中心として行う。児童生徒の観察や個別支援等を通して、学年に応じた子

供の発達を知り、児童生徒に対する理解力を高めることを目指す。ＡＲⅡは、ＡＲⅠで培った児童生徒理解を基盤

に、２年次の初夏、教科指導を中心として行う。４週間という最も長い実習期間の中で、自らが専門とする教科等

について指導力を高めることを基本とする。ＡＲⅢでは、更に視野を広げ、学校運営、学級経営、地域連携につい

て学ぶ。ＡＲⅢでは、成果報告書の他、実習の成果物として、仮想のものではあるが、学部卒学生は学級経営構

想図を、現職教員学生は自校のグランドデザインを作成する。学部卒学生の実習については、数年前から、１年

時のＡＲⅠと２年時のＡＲⅡ・Ⅲを同じ学校で行うこととしており、系統性をもった実習となるよう配慮している。 

 

〇３つのＡＲでは、教員免許状を有する学生が、「理論と実践の融合」のため、学校の一員として教育活動に積極

的に参画する中で、自己課題を究明していく。いわば、「開拓型実習」と呼べるものであり、AＲの取組を通して、学

校現場における実践力を身に付けることをねらっている。また、実習の事前と事後には、都合 22.5時間以上の指

導を担当教員が中心となって行っており、成果報告会の実施とも併せ、自己課題と学校の課題に基づく省察が丁

寧にできる体制を整えている。 

 

〇外国人児童教育観察実習は、外国籍の児童生徒が増えているという静岡県ならではの地域課題に即した実習

で、「共生教育論」の授業と関連付ながら、１年時の前期に行っている。野外活動実習は、１年時の厳寒期、朝霧

野外活動センターとの連携の下で行われ、主に自然体験活動について学ぶ。野外でのソロビバークもあり、２年

に向けての自己の在り方を見つめる機会ともなっている。学校組織マネジメント実習は、現職教育学生を対象とし

た実習で、前期を中心に行っている。NITS（独立行政法人教職員支援機構）とも連携し、学校組織の活性化と特

色ある学校づくりに向けた学校組織マネジメントプランを作成することができるミドルリーダーとしての資質・能力

の向上を目指している。 

 

２－３－２ 

〇現職教員学生の実習校については、原籍校を基本としているが、自己課題（研究テーマ）によっては他校にも

赴くことができるよう柔軟に対応している。 

 

〇学部卒学生の実習校については、県内に複数所在する連携協力校の中から、学生の自己課題（研究テーマ）

や免許状に即した校種、地理的条件等を勘案し、最も適していると思われる学校を選定している。大学が瀬名に

あった時代は、下宿している学生が多く、主に静岡市の小中学校に連携協力校を求めてきたが、草薙に移転して

からは、自宅から通う学生が増え、自宅からでも無理なく実習校に向かうくことができるよう連携協力校の幅を広

げている。 

 

〇連携協力校については、年２回の連携協力協議会に校長を招き、、ＡＲの目的や方法、学部実習との差異等に

ついて周知している。令和６年度現在、連携協力校（現職教員学生の原籍校は除く）は、静東教育事務所管内３

校、静西教育事務所管内３校、静岡市 21校、浜松市３校、私学２校という状況になっている。 

 

２－３－３ 

〇ＡＲの実施前には、主担当教員が学校を事前訪問し、ＡＲの目的と方法、内容や留意事項、当該学生の自己課

題等について十分に説明し、共通理解を図っている。 

 

いる。これは教職大学院の教育課程や特性

に見合った方法・形態でもある。 

 

・ＡＲの連携協力校、連携協力施設と本研

究科は、緊密な連携が図られており、情報

共有もよくできている。学生は、週１日の授

業未開講日（月曜日）を活用し AR期間外で

あっても連携協力校へ積極的に足を運んで

おり、学校側からも高い評価を得ている。過

年度に、新型コロナウイルスの感染拡大が

あったにも関わらず、全ての ARが計画通り

実施できたのは、これまで長年に渡って蓄

積されてきた本教職大学院と各関係機関と

の緊密な協力体制・信頼関係があったから

こそと自負している。 

 

・学習指導要領告示後に出された「令和の

日本型学校教育」に関する中央教育審議会

の答申により、学校現場には、「個別最適な

学び」と「協働的な学び」の実現が求められ

ているが、そのための指導力を養成するた

めの機会としても、実習の役割は大きい。ま

た、GIGAスクール構想における一人一台

端末の整備により、学生自身が経験してき

た義務教育の教室とは趣を異にする現場

の状況を理解し、ＩＣＴ教育に関するノウハウ

を身に付ける場としても、実習は大いに機

能している。 

 

・本教職大学院の実習については、学部卒

学生と現職教員学生とで、そのニーズに応

じて、異なるプログラムが用意されている点

にも大きな特徴がある。例えば、学校組織

マネジメント実習では、NITS（独立行政法人

教職員支援機構）との協定により、現職教

育学生に限って、学校組織マネジメントに関

する充実した実習プログラムが提供される。

それを踏まえて 10月末からＡＲⅢに臨むの

で、現職教員学生の学校経営への参画意

識が著しく高まるなど、大きな成果を上げて

いる。 

た、Ｒ５年度は、小学

校でＡＲⅠを実施し

た学生全員が、中学

校での一日実習を

体験した。 

 

➡小中一貫教育の

視点から、異校種で

実習を行う意義は大

きく、本年度からは、

ＡＲⅠを小学校で実

施した学生は中学校

で、ＡＲⅠを中学校

で実施した学生は小

学校で、一日実習を

行うことができる体

制を整えた。 
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省察の機会をどのように確保し

ているか。 

 

 

 

 

２－３－４  

現職教員学生の実習は、現籍

校あるいは現籍校以外での実

習に限らず、実習の目的を達成

するために、どのような手立て

をとっているか。 

 

 

 

 

 

２－３－５   

実習により修得する単位を免除

する場合、免除すべき理由をど

のように担保しているか。 

 

 

〇ＡＲの期間中は、主担当教員のみならず副担当教員も含めて、当該学生の実習校を複数回訪問し、実習の状

況を確認するとともに学生に対する相談や指導、助言等を行っている。具体的には、校長や関係職員との面談、

学生の授業や活動の参観、そして事後指導及び相談等である。一人の学生に対して複数の教員が関わる体制に

ついては、実習後も継続され、学生の省察の機会が十分確保されるよう努めている。加えて、学生自身の判断

で、関係すると思われる教員の研究室を自由に訪ね、アドバイスをもらえる雰囲気も醸成されている。 

 

２－３－４ 

〇実習の目的を達成できるよう、実習前の事前指導、実習後の事後指導を通して、実習の意義、目的、方法等に

ついての十分な理解と意識の高揚を図っている。また、日頃の大学院の授業の中でも、実践的な学びができるよ

うに努めている。現場での経験を引き出し、実践力を高めるような活動を組織するとともに、学部卒学生との共学

によってミドルリーダーとしての資質・能力の向上をねらっている。 

 

〇毎週月曜日は教職大学院の授業を入れない日にしているため、実習期間外であっても、現職教員学生は週に

１度程度、原籍校に赴くことができるようになっている。ＡＲⅢしか実習の機会がない現職教員学生にとって、実習

の目的を達成するための貴重な機会となっている。また、単位履修を前期に注力することで、後期に余裕を持た

せ、月曜日以外であっても原籍校を訪問できる体制を整えている学生もいる。 

 

２－３－５ 

〇実習免除は、現職教員学生に対して行っている。まずは、経験年数に応じて免除の対象となる実習を確認し

（経験年数５年以上 10年未満の場合はＡＲⅠ、経験年数 10年以上 25年未満はＡＲⅠ・Ⅱ、経験年数 25年以上

はＡＲⅠ・Ⅱ・Ⅲ）、主任等の学校現場での経験、様々な研修の受講歴、研究授業等の実施状況、教育論文等へ

の応募の状況等に加え、入学試験の成績を加味し、当該教員の力量から対象となる実習が免除できるかどうか

判断している。また、本人の履歴等の確認については、書面を基にし、複数の職員で当たっている。 

これらの手続きは、常葉大学教職大学院実習科目減免規程、常葉大学教職大学院実習科目減免審査基準に

則って行われ、最終判断は、大学院の専任教員が全員集う研究科会議で行っている。 

 

・各専任教員の実習に対する意識も高く、

連携協力校訪問等の折に、教育課題に関

する様々な情報提供を行ったり各種相談に

応じたりしている。校内研修の指導や学校

評議員・学校運営協議会委員として学校経

営に協力したりする者も多く、本学と連携協

力校等、関係機関との協力体制は、年々強

固なものとなってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基準２－４ 

〇 成績評価・単位認

定、修了認定が教職

大学院の教育の在り

方に照らして適切であ

ること。 

 

２－４－１  

成績評価・単位認定、修了認定

が適切であることを、どのように

保証しているか。 

 

 

２－４－２ 

成績評価等に関する学生から

の異議について、どのような措

置を講じているか。 

 

 

２－４－３ 

成績評価等の妥当性について、

検討する機会を設けているか。 

 

２－４－１ 

〇成績評価基準や修了認定基準は教務委員会から発議され、研究科会議で組織的に策定されている。また、学

生自身による学修の自己評価表「みちしるべ」の評価基準として、学生に向けてはそれらの評価基準等が周知さ

れており、それに基づいた省察が行えるようになっている。また、シラバスにおいても、成績評価基準を明示して

いる。 

 

２－４－２ 

〇授業科目の成績評価（単位認定）は，シラバスの「成績評価の方法」，「成績評価の基準」にそっておこなわれて

いる。履修した授業科目の成績は常葉大学ポータルサイトに通知され，成績評価の問い合わせについては，所定

の期間に教務課に申し出ることができるようになっている。また，教職大学院として前期，後期に各 1回授業アン

ケートを実施しており，そのアンケートにおいても成績評価等について述べることができる機会を設けている。 

 

２－４－３ 

〇成績評価や単位認定・修了認定の大学院としての水準の適切性、成績評価の妥当性について研究会議で検

討し、いずれも適正に行われている。また、学生自身による学修の自己評価表「みちしるべ」を活用することによっ

て、授業評価に関わる情報を指導教員、授業者以外も共有できる体制となっており、有効に活用されている。 

・全体的な教育課程の充実に伴って、学習

者は非常に多忙になっている。しかし、リフ

レクションは学生自身の学びにとっても、ま

た学校現場での教育活動においても重要で

あり、自己評価表「みちしるべ」は本院の評

価活動において最重要ツールとなってい

る。そこで負担が少なく、かつ効果的な「み

ちしるべ」の実施を実現すべく、シートの改

定や実施方法の変更を重ねている。「みち

しるべ」をより実効性の高い有効な自己評

価の機会にするように、子どもたちが帰宅

後に家族に学校での出来事を話すように簡

潔に振り返るラーニング・インデックス・シー

ト（振り返りに基づくポートフォリオのインデ

ックス）の作成に引き続き取り組んでいる。

今年度は，学修履歴が効果的に累積させる

➡自己評価表「みち

しるべ」のデジタル・

ポートフォリオ化を図

り、学生各自が効率

的かつ効果的な活

用方法を模索しなが

ら、使用している。 

Ａ   
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ことをねらいの一つとして，Onenoteでの

「みちしるべ」の作成を模索している。 

 
３ 
 
学
習
成
果 

基準３－１ 

〇 各教職大学院の目

的及びディプロマ・ポリ

シーに沿って、学習成

果があがっている 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点３－１－１   

教職員と学生は、学習成果をど

のように把握、共有し、また、ど

のように改善に生かしている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点３－１－２   

教員等就職状況の結果と学生

の学習成果の関連性をどのよう

に分析し、検証を行っているか。 

 

３－１－１ 

〇学生の自己評価表『みちしるべ』は、学生の自己の経験を蓄積し、それをポートフォリオ的に自己評価するもの

である。学生の自己評価に基づいて、指導教員と対話的な評価を行っている。時には、学生同士でも対話的にそ

の情報を交流している。これにより、「高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を

培うこと」という理念と目的に相当した授業目標に対する評価と、学生が自身の課題や目標を設定することによる

学修評価の両面から、個々の学生に応じた丁寧な学修状況の把握が可能になっている。 

 

〇また、授業アンケート調査、成績判定会議における情報交換など適切な評価方法で、学習成果や効果の全般に

ついての把握を、教員全体で行っている。そもそも、課題研究の構想発表会、中間発表会、成果報告会をはじめ、

ARの実習後にも成果発表会があり、学生の学びを確認する場が多いのも本教職大学院の特徴である。また、修

了の 1年後には、学校現場に戻った現職教員学生や新規採用された学部卒学生について、学校長と修了生本人

に聞き取り調査を実施し、教職大学院での学習が現場で活かすことができているかを確認している。さらに、３年ご

とに修了生アンケートを実施して、教職大学院の学びが学校現場でどのように活かされているのかいないのかに

ついての実態についても把握するように努めている。 

 

３－１－２ 

〇令和 4年度入学生から本学の教育学部 生涯学習学科から学生を受け入れるようになった。これまで、小学校

教諭一種免許取得を条件にしていたところ、中学校教諭一種免許状を取得している学生でも受け入れるよう変更

したものである。生涯学習学科卒の学生は、保健体育科の中学校を教員採用試験で受験するが、狭き門で合格

率が低い。このため、在学中に小学校の一種免許状や二種免許状を取得できるようなことを検討する必要があ

る。 

 

〇昨年度修了の学部卒学生 6名は、すべて令和 6年度において学校現場にて活躍している。ただ、残念なことに

１名は、在学中に教員採用試験に合格できていないため、非常勤で勤務している。 

 

・令和 5年度修了生は、学部卒学生につ

いては全員が専修免許状を取得して教職

に就いており、現職教員学生 8名も全員

が専修免許状を取得して現在現場で中核

的役割を担っている。現職教員学生の中

には、原籍校ではなく、市の教育委員会の

指導主事に任用された者も１名いる。 

 

・在学生の学修成果・効果を測る点につい

ては、自己評価表『みちしるべ』が機能して

いるが、評価のために特別な評価作業を

行わせる負担を軽減するために、電子ポ

ートフォリオ化することによって、自己評価

シートとインデックスシートとセットで学修成

果そのものを評価できるようにしていこうと

している。令和 6年度にはその方向性を進

めるべく、『みちしるべ』については

「OneNote」アプリを積極的に使用するよう

に学生に伝えている。 

➡学修成果は、課題

研究の構想発表会、

中間発表会、口述試

験、課題研究成果報

告会、各 ARの成果

報告会などの多くの

発表会を通じて把握

できるようにしてい

る。そして、それらの

活動を振り返って自

己評価する「みちし

るべ」で学生の学修

の成果を実感するこ

とができる仕組みを

つくっている。 

 

➡年 1回実施してい

る「教育フォーラム」

や大学院の研究紀

要においても修了生

の発表の機会を確

保し、修了生の学修

の成果を把握してい

る。 

Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基準３－２ 

〇 修了生の学習成果

の把握に努めているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点３－２－１   

修了生の修了後の学習成果

を、修了生及び修了生の赴任

先の学校関係・教育委員会等

の意見聴取から、どのように把

握しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－１ 

〇年度末に前年度に修了した学生がその後の現場でどのように教育活動に取り組んだかを、修了生フォローアッ

プとして学校長（所属機関長）にヒアリングしている。その結果を共有し、院での学習の成果を全員で確認してい

る。令和 5年度の調査では、現職派遣学生に対しては「大学院の経験がとても生きている。理論を踏まえて、分か

りやすく説明してくれるので、若い先生達も理解しやすい。理論をしっかり学べる教職大学院の経験は貴重だと感

じている。先生達のやりたいことを尊重し、優しく支援するスタイルは、今の若い先生達に合っている。」、学部卒院

生に対しては「何事にも前向きに取り組む姿勢を教職員も大変評価している。大学院時代に実施したアクションリ

サーチが大変効果的で機能していると思う。この経験は講師経験に匹敵する。」などの評価をいただいた。 

 

〇教育委員会とは実務者会、教職大学院連携推進委員会を実施し、情報交換を行っている。教職大学院連携推

進委員会は本年度より年 1回の開催となったが、修了生の代表による現在の取り組み等のプレゼンテーションが

行われることになり、現場での活躍の様子を大学院と教育委員会が共通の認識企図することができるようになっ

た。 

・修了生フォローアップは、修了と同時に異

動や教育委員会への配置換えとなった者

を含めて全員を対象として実施できてお

り、現場での苦労や悩みに対してサポート

できている。また、ヒアリングの結果を研究

科会議での報告や、報告書の共有などに

より、全スタッフが共有する体制も整い、結

果を修了生の支援だけで無く、大学院での

指導にも有効に活かすことができるように

なった。 

 

➡教師の多忙解消

を推進する立場か

ら、教師自身にとっ

て不要なアンケート

は院生の研究活動

においても制限して

いる。よって、修了生

アンケートは 3年ご

との実施という方針

を採っている。 

 

➡修了生が指導教

員との個人的関係に

Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度 外部評価委員会 自己評価及び外部評価書 

8 

 

観点３－２－２   

修了生の修了後の学習成果や

課題を、短期的、中長期的にど

のように把握しているか。また

は、どのように把握しようとして

いるか。 

 

３－２－２  

〇本教職大学院は、3年ごとに修了生アンケートを実施しており、大学院での学習を現在の教育活動に鑑みて再

評価してもらっている他、現在の教育課題や、課題研究の発展状況等について情報を収集している。また、現場で

の実践報告や研究発表等の実績についても、情報を収集している。なお、次回の修了生アンケートの実施は来年

度（2025年度）であり、現在その準備に入っている。 

 

よって本院と繋がる

のではなく、同窓組

織による修了生相互

の繋がりで院と繋が

り、支援が継続でき

る体制の整備を進め

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 
 
教
育
委
員
会
等
と
の
連
携 

基準４－１ 

〇 教育委員会等との

連携が機能しているこ

と。 

  

観点４－１－１   

各教職大学院は、各教職大学

院の事情及び地域の状況等を

踏まえ、教育委員会等と連携し

て、どのような取組を行っている

か。また、教育活動等にどのよ

うに生かしているか。 

 

 

 

 

 

 

 
 

４－１－１ 

〇本教職大学院は、教育委員会等（静岡県教育委員会・政令指定都市(静岡市、浜松市）教育委員会・静岡県総

合教育センター・静岡市教育センター、浜松市教育センター及び連携協力校並びに教育施設(２所）と本学教育学

部附属小学校)と連携を深め教職大学院の円滑な運営のために年２回「連携協力協議会」を設けている。加えて本

院独自に３教育委員会と年２回運営諮問会議（実務者会）を行い、相互訪問を通してより望ましい連携協力の在り

方を協議している。 

また３自治体が作成する「教員育成指標」の作成、年度ごとの改訂について３名の専任教員が県教育委員会に

参画、１名が政令指定都市（静岡）に参画、１名が政令指定都市（浜松）に参画している。 

 

〇静岡県教育委員会主催の「静岡県教職大学院連携推進委員会」を通して、現職教員派遣学生について、「養

成・採用・研修の一体化」について協議を重ねている。教職大学院の管理運営組織体制の中に教育委員会との連

携協議を明確に位置づけている。 

 

〇2018年 10月に独立行政法人教職員支援機構常葉大学センターが設置された。これまで（独）教職員支援機構

つくばセンターにおいてのみ行われてきた管理職やミドルリーダーを対象とした研修が本学において実施すること

が可能となり平成 30年度より研修を実施している。県内より管理職、指導主事、地域のリーダーの参加があった。 

 

〇令和６年度は、国が求める新たな教育（令和の日本型学校教育の構築）のよりいっそうの推進に向けて、学校教

育における現代的な課題を鑑み、必要・最善と判断した学校課題等を研修内容として位置づけ、令和６年度は９種

類１１研修を実施する。 

 

〇新規研修として「特別支援教育とスクールマネジメント」「探究的な校内研修を推進するためのファシリテーション

研修」等を実施する。既存研修においても新規研修においても、地域が抱える課題を明らかにし探究的に解決手

法を探る手法をとりいれることとする。 

 

〇2018年度より静岡県教育委員会と本学及び静岡大学が協議を重ねてきた履修証明をもとに運用される初任者

研修の一部免除プログラムである初任者研修協働実施プログラムがスタートした。「協働実施科目（総合教育セン

ターにて行われる初任者研修を受講）」、「相当科目（教職大学院の履修科目の認定）」、「相当実習（アクションリサ

ーチ）」の３つの事前実施により初任者研修の部分免除が認められるプログラムであり、令和５年度修了生（学部

卒学生）のうち５名が該当し、有効に利用している。 

・静岡は、静岡県、静岡市、浜松市という 3

つの教育行政区を持つ特殊な県である

が、専任教員 11名という小さな組織なが

ら、そのすべての教育行政区の中核的拠

点となり、教育委員会及び学校等と強固な

連携体制をとることができていると評価で

きる。その主たる根拠として、以下の４点を

指摘する。 

第一に、３つの教育行政区のすべてに

おいて、教員の成長と発達、県市の教員

の養成、採用、研修を方向づける「教員育

成指標」の作成、年度ごとの改訂に、専任

教員が参画している。 

第二に、本院が「教育フォーラム」を主催

し、修了生をはじめとする学校教員の研究

及び実践の発表の場を機能させ、継続的

な支援を実施している。 

第三に、独立行政法人教職員支援機構

常葉大学センターとして、質の高い研修プ

ログラムを県内の管理職やミドルリーダー

に対して提供している。  

第四に、初任者研修協働実施プログラ

ムに関連して、履修証明の発行を開始し

た。これは教職大学院における学修が、県

市や所属校で行われる研修と質的に同等

以上であることが認められたことを意味す

る。今後は初任者以外を対象とした研修に

関しても、運用を展開していきたい。 

 もちろんこうしたことが可能になったの

は、「連携協力協議会」や「運営諮問会議

（実務者会）」を開催し、県市と連携し、県

市のニーズにかなう教育の整備に努めて

いるからである。今後もこうした関係をさら

に強固なものにし、本院における学修の価

➡静岡県教育委員

会による教職員の研

修履歴を管理する

「研修管理システム」

において、NITS常

葉大学センターが主

催、実施するすべて

の研修が履歴の対

象に公式に位置づ

けられるなど、本教

職大学院の研修機

能は現場において

高く評価されてい

る。 

Ａ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度 外部評価委員会 自己評価及び外部評価書 

9 

 

値を評価してより多くの現職教員を本院に

派遣してもらえるようにしたい。 

 
５ 
 
学
生
支
援
と
教
育
研
究
環
境 

基準５－１ 

〇 履修指導並びに学

修支援を適切に行って

いること。 

観点５－１－１ 

学生の学修履歴、実務経験等

の違いに応じて、どのような履

修指導並びに学修支援を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－１－２   

教職大学院の修了生にどのよう

な学修支援を行っているか。 

 

５－１－１ 

〇学修支援については、指導教員は一人の学生に主副 2人体制をとっているが、学生がケースバイケースでどの

教員に対しても学習支援を求めることができるような全員指導体制を基盤としている。 

 

〇担当教員と各指導教員が学生のニーズに応じて、各種の研究集会に関する情報提供、学校訪問の機会を提供

している。実際に校内研究会や研究発表会、学会などに参加し、研究活動において成果を上げている。現職教員

学生と学部卒学生は親密に情報交換ができる環境にあり、双方に大きな教育効果をもたらしている。その他、校種

に応じた教員採用に向けての個人面談を密に実施するなど、学生がその能力及び適性、志望に応じて、主体的に

進路を選択できるように、必要な情報の収集・管理･提供、ガイダンス、指導、助言が適切に行われている。 

 

〇平成 27（2015）年度よりコース毎にコース所属の全専任教員と全学生が協働して課題解決を行う「TeamTime」を

設け、横の繋がりを重視した、きめ細かな支援体制を整えている。また、年２回の学生アンケートと学生代表者へ

のヒアリングや、学生との個人面談を行っており、学生生活や研究環境、支援のあり方等に関する率直な意見を聞

くことにより、学生の実態やニーズを把握し、必要に応じて改善を行っている。学生に関する情報は研究科会議を

通じて共有し、相談や助言等を含めた組織的な対応を実現している。 

 

〇本教職大学院は独立行政法人教職員支援機構のブランチであるため、現職教員学生については希望するテー

マがあれば教職員支援機構の開講している研修会に優先的に参加することができる。課題研究のテーマや連携

校の課題などに応じてそれらの研修会に参加するよう支援している。 

 

５－１－２ 

〇本教職大学院は、修了生が本院での学習を現場における教育活動に活かせるものになることを目指し、修了後

も教職大学院と関わりを継続し、研究的な観点から創造的な教育活動を展開することを積極的にサポートしてい

る。その一つが秋に実施している教育フォーラムである。本年度より、修了生の教育研究への意識を強化し、年度

を超えた修了生の繋がりを充実させるために、修了後 5年目の修了生が現場で取り組んでいる実践の報告を行う

形態にフォーラムのスタイルを変更した。本年度の 2019年度入学修了生による実践報告（第Ⅰ部）は報以下の通

り。 

――――― 

【学部卒修了生】 

◇A（掛川市立小学校）◇ 

「一人一人を大切にするための ICT - GIGAスクール構想下の授業・研修・校務の改善 」 

◇B（静岡市立小学校）◇ 

「自由進度学習中のふりかえりの指導と児童のふりかえりの変遷についての一実践」 

【現職教員修了生】 

◇C（浜松市立小学校）◇ 

「コミュニティ・スクールから社会に開かれた学びへ －浜松市立与進北小学校『つながる学校』の展開－」 

◇D（静岡県立学校）◇ 

「宿題からチャレンジ学習へ〜学びの在り方を問い直す〜」 

◇E（静岡県立学校）◇ 

・平成 27（201）5年度からの TeamTimeに

より、指導教員を核としながらも、一人の学

生に対してコース全員の教員が関わる体

制を整えるなど、学生にとって安心感と安

定感をもって学修に専念できる環境整備を

心掛けている。 

  

・後期に行われる「教職大学院教師力アッ

プセミナーⅡ」（カリキュラム外の教職大学

院特設プログラム）では、様々な分野で活

躍されている方々の講演を聴き意見交換

をおこなう機会を設けることで、学生の見

識を広め、多角的に地域課題や今日的課

題を捉える力とコミュニケーション力を培っ

ており、学生のキャリア支援の一端を担う

プログラムとなっている。本年度は、『地域

史に息づく静岡県の山城』と題して、静岡

古城研究会の望月保宏氏を講師としたコ

ラボ研修を実施した。また、「実社会で求め

られている労働者像」（予定講師：特定社

会保険労務士 杉本忠重氏）や「令和の日

本型学校教育の実現に向けた教育改革」

（予定講師：埼玉県戸田市 戸ヶ﨑勤教育

長）」と題して、現在の教育課題について話

し合う研修を実施する予定である。 

 

・昨年度の教育研究会総会において決定

した、教育フォーラムの企画運営において

担当修了年度制の採用に基づいて、本年

度の教育フォーラムを実施した。修了生に

新しい運営方針を推進するための企画を

考案してもらい、修了生が主体となって新

しい体制への第一歩を踏み出すことに成

功した。 

 

・学部卒修了生 2名と現職教員修了生 3

名が実践報告を行ったほか、今後担当に

なる予定の参加者からも報告のだめに教

育研究に取り組もうという前向きな発言が

➡現職教員院生の

ほぼ全員が 1年間

就学であることか

ら、修了後現場で課

題研究を継続するこ

とを推進している

が、その取り組み方

も院生の間に定着

し、課題研究を修了

後も継続しているこ

とが様々な報告で強

調されるようになり、

現役の院生達にも

良い刺激になってい

る。 

Ａ  
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「あたたかな雰囲気の中でたしかにつながり合う教職員組織づくり－学年・学部経営の実践から考える－」 

――――― 

教育フォーラム第Ⅱ部では、修了生の横断的な繋がりや縦断的な繋がりを重視する本教職大学院の方針を周

知するために、既に現場でミドルリーダーとして活躍している 2015年度現職教員修了生に教師が繋がる研修企画

を立ててもらい、特別研修企画として【2015年度入学修了生プレゼンツ 全員参加オープンパネルディスカッション 

「教師の」成長を「教師が」ともに考える！】を行った。 

 

〇修了生に教育研究の報告や発表の機会を与え、それらの活用を積極的に動機づけるために、2018年度より

「常葉大学教職大学院研究紀要」に新設した「実践の広場（実践紹介）」が定着し、修了生が修了後も本院のスタッ

フと共同して実践研究を行うことが身近なものとなっている。2024年 3月に刊行された『研究紀要第 10集』には現

役院生や修了生との共同研究が 2本掲載され、単著を含めて修了生 5人が執筆に参加している。 

 

見られた。また、第Ⅱ部のグループディス

カッションでは、大きな声でのディスカッショ

ンが行われ、例年にない盛り上がりを見せ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準５－２ 

〇 生活支援、キャリ

ア支援、経済支援の

取組、並びに学生に対

するハラスメント、メン

タル・ヘルス等に対応

する措置が適切であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

観点５－２－１   

学生に対して、生活支援、キャ

リア支援にどのように取り組ん

でいるか。また、ハラスメント、メ

ンタル・ヘルス等にどのように対

応しているか。これらのことに関

して教職大学院独自のものは

あるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点５－２－２ 

学生に対して、どのような経済

的支援（検定料、入学料及び授

業料の減免等）に取り組んでい

るか。また、教職大学院独自の

取組はあるか。 

 
 

５－２－１ 

〇本教職大学院の「学生支援体制」は、学生委員会（専任教員４名、内女性１名）と各学生の指導教員とで構築さ

れている。年に２回、院生の状況を把握するために学生委員会でアンケート実施している。それを基に院生全体の

諸課題に対応するため院生と教官との協議会を定期的に開催している。 

 

〇教職大学院の教員２名(男 1・女１)を相談員として位置付け、学生にも周知している。 

 

〇学部卒院生の「キャリア支援」については、「教職大学院教師力アップセミナー」を開講し、行政機関、地域、世界

等で活躍する様々なジャンルの著名な講師を招聘して、「見方や考え方」を鍛え、人間力、教師力に磨きをかける

機会を設定している。 

 

〇「ハラスメント対策」としては、各キャンパスにハラスメント委員会が設置されており、担当者は防止策や対応方法

の研修を受けている。また、学生部やカウンセリングルームなどによる教員・学生向けの小冊子の配付、研究科会

議での注意喚起など、ハラスメント防止への意識づけはさまざまな機会でなされている。 

 

〇「メンタルヘルス支援」については、保健室やカウンセリングルーム及び学生支援センターが設置され、複数の

窓口での利用が可能である。現在、こうした施設を利用している学生はいないが、学生課や学生支援センターを中

心に支援をおこなった実績があり、組織的な支援の提供が可能である。よってメンタルヘルス支援システムは構築

されており、必要に応じて適切に機能する体制が整っている。 

 

５－２－２ 

経済的支援については、日本学生支援機構の奨学金制度と本学が独自に設けている授業料免除制度があり、大

学事務局の学生課と連携して利用を促している。 

 本学の授業料免除制度は、学部４年時に教員採用試験に合格することで得られる採用猶予によるものと入学試

験の成績によるもの（特待生制度）とに大別される。 

 種別別の実績については以下のとおりである。 

【令和５年度入学生】 

・授業料、施設設備費免除（対象:一般選抜Ⅱ合格者）１人 

・授業料全額減免（対象:特待生Ａ）０人 

・授業料半額３６万円:減免 （対象：特待生Ｂ）１人 

・本研究科を含め様々な学生支援システ

ムが構築されており、生活支援や生活相

談、学修、就職に関する支援が十分に行

われている。また、日常的に教員から学生

への積極的な働きかけがなされ、良好な

人間関係が構築されるよう心掛けている。

また、指導教員を核としながらも、一人の

学生に対してコース全員の教員が関わる

体制を整えるなど、学生にとって安心感と

安定感をもって学修に専念できる環境整

備を心掛けている。 

 

・ハラスメント対策、メンタルヘルス支援等

の教育相談関連事業は、基本的には大学

のシステムに基づいて行っている。大学院

独自の活動としては、総務会や研究科会

議で学生情報の共有の時間を設けて、年

２回実施の院生アンケートも活用しつつ全

員で学生の状況を把握するようにしてい

る。 

 

・学生への経済的支援については、日本

学生支援機構の奨学金制度の他、大学独

自の授業料免除制度等、積極的な整備を

図っている。今のところ、経済的支援が必

要と見なされた学生に対しては、制度内で

可能な支援を全て活用できている。 しか

し、２年間の採用猶予制度を生かした入学

による減免制度が令和８年度入学者から

縮小することにより、学生の経済的負担は

➡現職教員学生と

学部卒学生との関

係、また、教員との

関係もコミュニケー

ションが図られ、良

好である。学生は担

当教員のみならず、

多くの教員に指導を

求め、教員もそれに

答えている。学生に

何かあった時には、

担当教員を中心とし

つつ、教員間でも情

報を共有しながら素

早い対応もできてい

る。  

 

➡平成 29年度まで

は静岡市内に限ら

れていたＡＲの連携

協力校を、県内全域

に広げ、学生の居住

地に合わせて実施

できるようにしてい

る。今後も状況に応

じて、連携協力校を

依頼する市町の拡

大について検討して

いきたい。 

 

Ａ  
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・日本学生支援機構奨学金２人 

【令和６年度入学生】 

・授業料、施設設備費免除（対象:一般選抜Ⅱ合格者）６人 

・授業料全額減免（対象:特待生Ａ）０人 

・授業料半額３６万円:減免 （対象：特待生Ｂ）２人 

・日本学生支援機構奨学金 貸与中３人、申請中２名（令和６年１１月時点） 

大きくなる。今後も、更なる支援のための

体制整備について、大学本部に働きかけ

ていきたい。 

 

・２年間で３回の実習を実施しなければな

らないＳＭの負担を軽減するため、連携協

力校を県内全域に設け、交通費の削減を

図ったり、下宿等をしなくても対応できるよ

うにしたりしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準５－３ 

〇 施設・設備並びに

図書、学術雑誌、電磁

的方法により提供され

る学術情報資料 

を、有効に活用してい

ること。 

「図書、学術雑誌、電

磁的方法により提供さ

れる学術情報資料」は

改正された設置基 

準の表記から引用。 

 

 

 

 

観点５－３－１  

どのような施設・設備を有効に

活用しているか。 

 

 

 

 

 

 

観点５－３－２ 

特に、情報ネットワーク関連の

施設・設備として、どのような施

設・設備を有効に活用している

か。 

 

 

観点５－３－３ 

どのような図書、学術雑誌、電

磁的方法により提供される学術

情報資料を整備し、有効に活用

しているか。 

 

 

 

 

 

観点５－３－４  

特に、複数のキャンパス及びサ

テライト・キャンパスがある場

合、それぞれに整備した施設・

設備は、どのように連携を図っ

ているか。また、効率的に活用

５－３－１  

〇教職大学院の教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備については、3面の壁にホワイトボードを配置

した講義室、公立小学校の教室を模した演習室、8台の PCを配備した情報機器室（PC室）、自習室機能を持つ

学生室が整備され、有効に活用されている。2018年 10月の教職員支援機構地域センターの開設に伴い新設され

た A210室を、I CTを活用した教育実践への対応力を育む目的でメインの講義室として使用し、講義、演習の他、

教職大学院の課題研究報告会や ARの報告会などで積極的に利用している。また、教職員支援機構とタイアップ

した地域公開型の研修（NITS常葉大学センター研修）や NITS・教職大学院等コラボ研修などでも大いに活用して

いる。 

 

５－３－２ 

〇8台の PC と大判コピー機を設置した情報機器室や講義室や演習室を授業使用時以外も開放し、グループ討論

や個人学修に利用可能にしている。また、教職員支援機構との連携により、最新の ICTを活用した教育設備も整

備されている｡また、デジタル教材の活用に関する講演をきっかけに、GIGAスクール構想に対応したミドルリーダ

ーの育成に積極的に取り組む方針を確認し、ICT教育ツール「ロイロノート」の無償貸与を受けて、A210を利用し

てその教育活動への活用について実践的な研究を行っている。 

 

５－３－３  

〇教育現場において教材研究等の実践的な研究を行う上で、必要な図書、学術雑誌、視聴覚資料その他が図書

館に揃っているが、教職大学院のコーナーは設けられていない。しかし、教職大学院に必要な資料は司書によって

系統的恒常的に整備されており、また年に 2回、学生に研究に必要な図書の希望を調査し、希望があった場合に

は購入を行っており、学生個々の必要に応じて有効に活用できている。昨年度より、院生室に静岡県で採択されて

いる教科書の配置を行うこととした。 

  

〇電磁的資料としては草薙図書館のサイトより、相当数のデータベースや雑誌・新聞など電子書籍にアクセスする

便宜が提供されており、学生には授業等でその存在を紹介し、研究や学習に役立てるよう促すようにしている。 

 

５－３－４ 

〇複数のキャンパス及びサテライト・キャンパスは現在設けられていない。また、教職大学院は一つのキャンパス

で運営されており、その点でも問題はない。 

 

 

 

・教職大学院の教育研究組織及び教育課

程に対応した施設・設備が整備されてお

り、情報ネットワーク関連の施設・設備につ

いても各授業や NITS研修、課題研究や

ARの発表等で有効に利用されている。 

 

・新型コロナが 5類に移行し、自粛が緩め

られたことにより、複数の部屋に分散して

自習ができるような措置をとる必要なくなっ

たが、情報機器室（PC室）や講義室、演習

室を授業使用以外も開放し、グループ討

議や個人学修に利用可能としている。 

 現場で教室を子供たちが安心感を持って

学修に臨める「居場所」にすることに務め

なくてはならない学生たちに対して、そのモ

デルとなる学修空間を提供しようと組織的

に取り組んできたことで、学生の満足度は

高い。とはいえ、未だ十分とは言い難いの

で、学生委員会と連携し、さらに学修環境

の充実に努めたい。 

  

・教育、研究環境のもう一つの重要な要件

である図書や文献等に関しては、図書委

員会を通じて、学生に研究に必要な図書

の希望をとって購入することを優先し、予

算枠内で必要性に鑑みて計画的に購入整

備しており、現状において特に問題は生じ

ていない。 

 

・教職大学院固有の施設における、学習環

境の充実を引き続き目指していきたい。プ

リンタやコピー機が自由に使える設備、仕

➡教職員支援機構

との連携により、最

新の ICTを活用した

教育設備が整備さ

れている。 

Ａ   
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するため、どのように取り組んで

いるか。 

 

観点５－３－５ 

教職大学院の教育研究環境の

維持に、必要とされる経費が投

じられているか。 

 

 

 

 

５－３－５ 

〇全学で利用するパソコン室、図書館等の設備については、維持管理費用は全学的負担される仕組みが整って

おり、問題は生じていない。しかし、教職大学院専用の演習室、院生室には、パソコン、プリンタなどの設備はなく、

学習環境が十分に整っているとはいいがたい。 

 

組み等が用意されていることが理想であ

る。 

 

 
６ 
   
教
育
研
究
実
施
組
織 

基準６－１ 

〇 教育研究上の目的

を達成するための組

織が機能しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観点６－１－１ 

教育上の目的を達成するため

に、どのような組織を編成し、管

理運営を行っているか。 

 

 

観点６－１－２ 

教育研究上の目的を達成する

ために、教員の組織は、どのよ

うな点に重点を置いた構成とな

っているか。 

６－１－１ 

〇本教職大学院の入学定員 20名に対し、「専門職大学院設置基準」において必要とされる専任教員数は 11名で

ある。令和６年度、本教職大学院は 11名（教授７名、准教授４名）の専任教員を置いている。専任教員の内訳は、

研究者教員６名、実務家教員は５名である。そのほか学部の所属の教員５名、非常勤講師３名が授業を担当して

いる。 

 

６－１－２  

〇すべての研究者教員は、各専攻分野についての研究業績を有するとともに、静岡県ならびに静岡県内各市町

の審議会等の委員を務めるなど、その学識経験が認められている。また、すべての実務家教員は学校教育ならび

に教育行政の現場経験を有しており、学校組織運営、授業・教材開発などに関する優れた知識・技能を有し、各地

区での校内研究会等の指導者としての社会貢献活動にも数多く携わっている。 

〇各教員の経歴や教育・研究業績などについては、本学のウェブサイト及びリサーチマップによって公開している。 

本教職大学院の実務家教員は専任教員 11名中５名であり、「専門職大学院設置基準」（実務家教員４割以上）を

満たしている。また、小中高等学校での教職経験を有する教員は 10名を数え、残る１名も、研究活動等を通じて

地域連携、学校との共同研究等の経験を蓄積している。 

 

〇本教職大学院の教育課程においてコアとなる授業科目（共通科目、実習科目、「課題研究」）については、原則と

して専任の教授・准教授が担当している。なお、全員指導体制をとっている「アクションリサーチ」、「課題研究」の指

導をはじめとして、複数の授業科目では研究者教員と実務家教員が協働して指導にあたることができるように担当

者を配置している。すべての教育・研究活動について、研究者と実務家それぞれの強みを活かし、多角的な指導・

評価の視線を注ぎ、理論と実践の両面から実践的な力量形成が果たされるように組織的に取り組んでいる。 

 

・本教職大学院は、「専門職大学院設置基

準」で必要とされている教員数、実務家教

員数を全て満たしている。また教員の研究

業績等は本学のウェブサイト及びリサーチ

マップにおいて公開している。実務家教員

の５名は、いずれも教員歴及び教育行政

歴を合わせると 20年以上の経験を有して

おり、高度の実務能力を備えている。授業

については、理論と実践を往還した教育を

行うため、研究者教員、実務家教員それぞ

れが、その特質や専門性を生かしながら

展開している。また、全専任教員による実

習指導の体制を構築している。 

 以上より、教職大学院の運営に必要な教

員が適切に配置されていることから、教員

組織編成についてはＡ評価とする。 

 Ａ   

基準６－２ 

〇 教育研究上の目的

を達成するために、組

織的に研究する環境

を備え、またＦＤに 

取り組んでいること。 

観点６－２－１  

組織的な研究環境がどのように

築かれ、どのような研究活動を

行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－２－１  

〇教員がそれぞれの専門分野の学会活動を活発に展開し、論文執筆や学会発表その他の学術的な機会を活用

した研究活動を展開している。その成果の一部は、「研究紀要」において公表されている。また、年次大会として実

施している「教育フォーラム」、日本教職大学院協会の研究大会や「常葉大学教職大学院研究紀要」などを通して、

専任教員と修了生・学生が共同して研究活動を実施している。 

 

〇令和５年度～令和７年度の計画で日本学術振興会科学研究費助成基盤研究Ｃとして本院の田代直幸教授を代

表とする「教職大学院における《研究》の構造特性に関するリフレクティブ・スタディ」が採択され、本院の３名のスタ

ッフが中心となり、現在研究を進めている。本研究は、教職大学院に期待されてきた《理論と実践の往還・融合》、

《学習成果の現場への還元》が、大学院教育の中核を占める実践研究において、どのようなものとして実現しつつ

あるのか、またそれがさらに発展していくためにどのような可能性があるのかを、教職大学院での指導の下に大学

・本教職大学院は教育課程の全てを課題

研究を中心に編制しており、それを通して

学生に実践を更新する態度と力量を身に

つけ、そのことの重要性を現場に持ち帰る

ことを期待している。その指導を行うにたる

教職大学院として機能するために、個々の

教員が自身の教育研究活動を積極的に展

開するとともに、研究科全体としてもあらゆ

る教育活動を研究的に展開している。これ

は本教職大学院が、ARに基づく教職大学

院型の実践的な教育研究モデルの構築を

目指していることに関わっている。本院に

➡教職大学院の持

てる資源をフルに活

用した教職大学院型

の実践的な教育研

究モデルの構築を目

指し、院をあげて取

り組んでいる。 

 

➡令和５年度～令和

７年度の計画で日本

学術振興会科学研

究費助成基盤研究

Ａ    
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観点６－２－２  

教職員の協働によるＦＤの活動

組織がどのように機能し、日常

的にどのような活動を行ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

観点６－２－３ 

教育研究上の目的を達成する

ため、教員と事務職員等がどの

ような連携を図っているか。 

院生が作成する実践研究レポート等の分析によって明らかにし、教職大学院施策の第一期（構築期）の学術的な

総括的評価と第二期（定着期）への展望を検討するものである。 

 

６－２－２  

〇大学全体で行っている FD・SD研修が年に５回計画され、それには全教員が参加している。そこでは、大学等が

置かれる課題を中心としたテーマで実施しており、教育活動、研究活動の継続的な改善が図られている。また、教

職大学院独自に実施している FD・SD研修会が年２回開催されており、教職大学院にとって必要とする研修が企

画され、所属する全教員の参加によって実施されている。５月の FD研修会では研究倫理に関する研修に取り組

み，教員が研究を実施する際に留意すること，また，学生指導上留意することについて見識を高めた。また、連携

協力協議会や教育ファーラムにおける講演にも全教員が参加し、最新の教育動向に関する情報を得たり、授業改

善・カリキュラム改善のヒントを得たりしている。さらに今年度は Onenoteによる「みちしるべ」の作成に向けて，FD

研修において ICT教育活用に関わるテーマを取り上げ、日常の教育活動に直ちに活用できるような企画も実施し

てきている。また、教員間で本教職大学院のポリシーを共有すると共に、全員が日常的に指導の充実に向けて取

り組むことができている。 

 

６－２－３  

〇大学院における教育，またそれに関わる業務において，各業務の教員側担当者と大学院担当の事務職員とは

連絡を密にとり，互いに共通の認識のもとに教育研究が進められるように留意している。特に，研修準備について

は，当日の準備も含めて事務職員と協働的に進めている。 

 

おいては、実践をより効果的なものに更新

していく取り組み自体が、研究の実践であ

る。また、研究体制を研究科全体で共有す

るために、学生・修了生を含めて共同研究

を企画し、実施することを行っている。修了

生が現場で教育研究を活発に行い、現場

で高い評価を受けていることは、こうした本

院のスタンスの成果と理解している。 

 

・教職大学院の先発１９大学の 1校として

期待されるフラッグシップ校的な役割を果

たすべく、日本学術振興会科学研究費助

成基盤研究Ｃに本教職大学院の研究活動

をベースにした研究課題を申請し、昨年度

から３年間の計画で採択された。本研究の

成果もまた、全国に広く発信する予定であ

る。 

Ｃとして本院の田代

直幸教授を代表とす

る「教職大学院にお

ける《研究》の構造

特性に関するリフレ

クティブ・スタディ」が

採択され、本院の３

名のスタッフが中心

となり、他の教職大

学院とも連携し現在

研究を進めている。 

 
７ 
 
点
検
評
価
と
情
報
公
表 

基準７－１ 

〇 教職大学院の教職

課程の自己点検・評価

を定期的、組織的に行

っていること。 

 

観点７－１－１ 

教職大学院の教職課程の自己

点検・評価をどのように行ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－１－１ 

〇年間を通しての PDCAマネジメントサイクルを機能させ、運営体制や教育活動のあらゆる面を評価の対象とし

て、スタッフによる自己評価、学生による評価、外部評価、修了生評価、成果評価など様々な観点から多面的な検

証を行い、評価結果をもとに改善・向上を図るための改善プランを各委員会で構想・実施するとともに、次年度の

改善にもにつなげるようにしている。また、毎月の総務会、研究科会議等で形成的な点検についての情報交換を

重ねるなど、PDCAマネジメントサイクルを短期的にも機能させながら教職課程の効果的な実施に向けて組織的

に、また必要に応じて即時的に取り組んでいる。 

 

〇学生に対しては実施授業の評価や生活等について、Webによってアンケートをとり、その結果も貴重な意見とし

て改善を図ってきている。Webによるアンケートに変更した際には、アンケート自体を改訂し、項目の内容を充実さ

せるなど、アンケート方法やアンケート内容についても改善を図ってきている。学生が回答したアンケートの内容

は、自身の自己評価表「みちしるべ」に保管することとし、学生自身の学修の振り返りに活用できるものにしてい

る。また、「みちしるべ」の対話的な評価の側面を充実させ、学生の自己評価だけでなく、教員の指導の自己評価

にも有効利用するようにしている。 

 

〇前後期に 1回ずつ学生の代表者と学生委員会担当者との懇談会を行い、広く学生の意見要望等を聞き、全教

員でそれらを共有し、改善に努めている。 

 

〇例年、年３回外部評価委員会を開催し、授業参観等も実施したうえで、外部の方から幅広く意見等を聞いてい

る。第 1回では教職課程の説明や施設見学、第２回では授業参観と自己評価結果の公表と説明、第３回では外部

評価委員による外部評価書取りまとめに関する協議及び課題成果報告会の参観を行っている。 

 

・令和５年度の外部評価委員による外部評

価では、外部評価対象項目の全 13規準

において、11基準がＡ評価で、２基準のみ

がＢ評価であった。このような結果からも、

教職課程の自己点検・評価がきちんとなさ

れ、結果が専任教員全員にフィードバック

され、改善につながっていると言える。マネ

ジメントサイクルを機能させることの重要性

を学生に指導する立場として、積極的にそ

れを実践し、一定の評価を得ている。現在

の本教職大学院の実践の全ては、こうした

評価活動の成果である。 

 

・令和５年度の外部評価委員による外部評

価で、Ｂ評価だった２基準とは、「入学定員

確保」と「情報の公表・発信」であった。「定

員の確保」については、教職支援センター

等との連携や教職大学院の各種イベント

への学部生参加の働きかけ等により、令

和６年度は学部からの入学生が募集人員

10名のところ９名となり、前年度より５名増

加した。また、「情報の公表・発信」につい

➡PDCAマネジメン

トサイクルを機能さ

せる評価活動を行っ

ており、その結果を

実践の更新に役立

てている。 

 

➡定期的に修了生

アンケートを実施し、

本院の教育活動及

び研究指導の効果

の検証を行ってい

る。(これまでに４回

実施) 

 

➡令和３年度は認証

評価のヒアリング調

査時に調査委員より

好意的な評価を頂い

た。 

 

 

Ａ 
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〇授業はすべて原則として公開しており、連携協力校や連携協力施設の担当者をはじめ外部評価委員や各教育

委員会の方々などから希望があればいつでも参観ができるようにしている。外部評価委員会、教育課程連携協議

会の際にも、授業の一部を参観していただくようにしており、委員の皆さんからは参観後にご意見をいただいてい

る。 

 

〇自己点検評価、外部評価等の結果は適切な方法で大学院事務室で保管し、求めに応じて公開できる状況にあ

る。 

ては、研究成果の還元を修了生の在籍し

ている学校以外にも広げる努力とアピール

方法の工夫といった点であった。このこと

については今後更に改善の必要がある。 

・学生による授業アンケートの結果では、

全体的に様々な項目においてほぼ良い評

価結果であり、学生が授業内容等に対し

て満足していることがわかる。 

 

基準７－２ 

〇 教職大学院の教育

研究活動等の状況並

びに成果を、広く社会

に公表するため、積 

極的に発信しているこ

と。 

 

観点７－２－１ 教職大学院の

教育研究活動等の状況並びに

成果はどのような方法等 

により、発信しているか。 

 

７－２－１ 

〇公表の資料としてはリーフレット「大学院案内」と大学の HP内に教職大学院のページを設けている。そこでは本

研究科の理念や組織、運営等の状況及び入試関連、行事等の情報提供を行っている。また、HP，大学院のペー

ジにはブログを設け大学院生が情報の発信源となり、課題研究の発表会やアクションリサーチの報告会、日々の

講義内容や学んだ点などを掲載し学校内外への情報の発信に努めている。また、機関誌「教職大学院ニュース」

を年二回発行し、教育活動や独立行政法人教職員支援機構常葉大学センターの諸事業の研修状況を記載し活動

状況の周知に努めている。前期発行については県内の全小中学校、教育委員会に配付を行っているが後期分に

ついては令和 2年度より HPのみの掲載となっている。 

 

〇院生の学修成果に関しては、「課題研究成果報告書（オフィシャル・レポート）」にまとめ、連携協力校、協力施

設、教育委員会に配付している。また、研究科スタッフと修了生、現役院生が執筆資格を持つ「常葉大学教職大学

院研究紀要」を年に 1回発行しており、「研究論文」「実践報告」「研究ノート」「実践の広場（実践紹介）」など多岐に

わたる研究成果を公表している。 

 

〇令和 2年度修了生からは、本教職大学院の研究成果を広く学校現場に還元できるようにすることを目的に、課

題研究成果報告会における成果報告動画を大学院ホームページに期間限定で掲載している。 

・大学院の教育理念及び目標や入学者選

抜、組織・運営、施設設備について、本初

等教育高度実践研究科のＨＰ及びブログ、

「教職大学院案内」パンフレット及びリーフ

レット、「教職大学院ニュース」等で広く社

会に公表し、本研究科の情報を提供してい

ることから、適切に実施していると言える。  

年２回紙ベースで発行している「教職大学

院ニュース」のうち紙媒体で配布がされる

第一号（11月末発行予定）については、令

和 5年度より、皆が手に取りたくなるよう

に、日々の学修成果や院生生活の現状が

わかる写真等の掲載、および見出しや文

章を簡潔にし、読みやすくする等の工夫を

行っている。年度末に発行予定の第二号

については HPへの掲載となるが、本研究

科の関係者のみでなく、多くの方の関心を

持ってアクセスしたくなるようなものにして

いくための工夫を試みている。 

 

・教職大学院ホームページのブログ等に、

様々な本研究科の研究活動の成果を UP

することに力を入れていることは、院生の

日々の学修成果を伝えるとともに、第二号

を充実させるための方策の一つである。以

上より、院生の学修成果に関しては、課題

研究成果報告書と研究紀要の紙媒体での

発行と配布に加え、これらと教職大学院ニ

ュースやブログ等の WEB掲載により発信

ができていることから、努力の状況が認め

られる。 

➡次年度用のパンフ

レット及びリーフレッ

トが一新され、学部

から大学院までの新

たなシステムでの学

びについて示されて

いる。 

 

➡本教職大学院の

ＨＰに掲載している

ブログについては、

院生の目線で大学

院での学びや生活

がリアルに綴られ、

学部卒院生と現職

院生がともに学ぶこ

との良さが伝わる内

容になっており、学

部生や教員の方々

に本大学院の特徴

的な学びや生活に

ついてアピールでき

る内容になるようさら

に工夫している。 

 

➡教職大学院ニュー

スには、従来の内容

をもっと読みやすく

するだけでなく、オリ

ジナルな取組につい

てクローズアップす

る記事を取り入れ

た。例えば、今年度

Ｂ  
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は、本大学院が「独

立行政法人教職員

支援機構 常葉大学

センター」となってい

るその重要性を広く

知っていただくよう

に、まず独立行政法

人教職員支援機構

とはどういう機関で

どんな研修を提供し

ているか、どのよう

な成果があるか（研

修を受けた現職院

生の感想をもとに）

などを分かり易くまと

めた記事を掲載す

る。 

 

➡独立行政法人教

職員支援機構との

提携による、独立行

政法人常葉大学セ

ンターとして、様々な

研修会を開催してい

る。本年度は新たに

常葉大学センターと

してのホームページ

も開設し、情報提供

に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


